
〜 子どもたちが安心・安全に遊べる公園へ 〜
京都市と京都府警察が連携して推進する「世界一安心安全・おもてなしのまち京都

市民ぐるみ推進運動」による「子どもの安全対策」の取組の一つとして、京都市内にお
ける公園への防犯カメラ設置に向け、自動販売機の設置と連動した防犯カメラの設置促
進事業を展開します。
事業の展開にあたり、協力していただける事業者を募集します。

事業者様

自動販売機の設置

公園への防犯カメラ設置へ

自動販売機の売上金の一部が
防犯カメラの設置費、維持管
理費へ

防犯カメラ設置の流れ

設置にあたって
費用面について 管理面について

・防犯カメラ設置に連動する自動販売機については新規設置に限らず、事業所内等で既に設置され
たものでも対象です。契約中の飲料メーカー様、仲介業者様との契約手続きを変更するだけで、
その収益の一部を防犯カメラの設置、維持管理費に回すことが可能です。

・飲料メーカーは選択可能です。既存設置の場合でも飲料メーカーを変更する必要はございません。
・防犯カメラの設置場所については、登録事業者様が所在する区内の公園の中で、京都市・京都府
警察が防犯上の知見を踏まえて、決定いたします。

・防犯カメラ、自動販売機いずれも修理等含め、
事業者様の管理負担はございません。

・自動販売機の修理等については飲料メーカーの
対応となります。

・電気料金の負担もございません。

その他
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・防犯カメラ、自動販売機いずれも設置から維持
管理を含め、登録事業者様による費用負担はご
ざいません。

・防犯カメラについては、自動販売機の売り上げ
が設置・維持管理費となります。

文化市民局文化市民部くらし安全推進課
【電話】075-222-3193
【ＦＡＸ】075-213-5539
【Mail】kurashianzen@city.kyoto.lg.jp

協力いただける事業者は京都市ホームページ（京都市情報館）での紹介と防犯
カメラの設置場所付近に貼付するステッカーに協力事業者として企業名を掲載さ
せていただきます。
（例）この防犯カメラは○○社の協力により設置されました。

詳細については
右記担当課迄ご
連絡ください。

自動販売機の設置協力はできなくても・・・・
事業活動を通じて「ながら見守り」等を行う「京の見守り大作戦」への

登録事業者も募集しております！ 詳細はコチラ

「子どもの安全対策」事業への協力事業者募集中！

世界一安心安全・おもてなしのまち京都
市民ぐるみ推進運動
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